
���������	
��
�����
���
�
��
�

〔
意
見
提
出
期
間
〕　

月　

日
�
〜

１０

１５

　

月　

日
�

１１

１３

〔
対
象
者
〕
市
内
在
住
・
在
学
・
在

勤
者
お
よ
び
市
内
に
事
務
所
ま
た
は

事
業
所
を
有
す
る
者

〔
提
出
方
法
〕
市
民
協
働
課
へ
持
参
、

郵
送
、
�
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
専
用
フ
ォ
ー
ム
で
提
出

〔
意
見
提
出
者
〕
２
人

〔
問
い
合
わ
せ
〕
市
民
協
働
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�


�
�
�

�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

	




�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	




�

�



�

�

�

�

�

市 の 考 え 方市民のご意見

条例第５条第１項の趣旨は、行政活動に
おいて市民参加の手続きを実施しなけれ
ばならない対象を具体的に規定し、市民
参加を行うべき行政活動が本条を持って
明確になっていることで、各実施機関の
長は、条例第５条第１項第１号から第４
号までの行政活動を行うにあたって、市
民参加の手続きを実施する責務を負うこ
とになっています。

市民参加提案制度の提
案対象について
「提案対象は基本条例
５条１項に適合する事
業が対象で、市が実施
しようとしている事
業」とは何か具体的に
示して欲しい。

現在行っている市民参加の手続き（例え
ば審議会等への公募市民の参加）以外に、
そのほかの市民参加の方法（例えばパブ
リックコメントや市民フォーラムの開
催）を行うように提案することができる
というものです。

「市民参加の手続きを
実施している時は、そ
の他の市民参加の手続
きを提案することがで
きる」とはどういうこ
となのか。

審議会でも、何人にすべきか議論されま
したが、個人的な意見でもなく、また、
責任ある意見として提案できるようにと
いうことで３０人となりました。
なお、３０人という人数は提案者の提案内
容についての賛同者数を示すもので、団
体等のメンバー数を示すものではありま
せん。

提案者について、３０人
以上の提案者の署名が
必要となっているが個
人の提案を尊重して取
り入れようという意欲
があるなら、もっと軽
減すべきだと思う。

市 の 考 え 方市民のご意見

そのとおりです。基本条例第５条第１項
に適合する事業に対する市民参加の手続
きを提案しているかどうかを審議するも
ので、その結果を市長に答申するもので
す。市が採用・不採用を決定し、その結
果については、当然のことながら公表の
対象となります。

提案内容が提案対象に
適合しているかについ
てのみ審議委員会は審
議するということなの
か。

条例第２条第２号において、市民協働と
は市の実施機関と市民公益活動を行う団
体が、行政活動等について共同して取り
組むことと定義されています。
また、条例第２条第６号において、団体と
は一定の規約を有する特定非営利活動法
人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、消
費生活協同組合、その他の市民活動を行
うことを主たる目的とした法人、又は法
人格を有しないがそれらに準ずる営利を
目的としない団体と定義されています。
市民協働については、その担い手は市民
公益活動を行う団体としました。個人の
場合、病気にかかったり、転居などの事
情によって活動が中断・終了してしまう
ことも考えられ、その継続性に不安があ
るため、この条例の対象とするのはふさ
わしくないと判断したためです。

市民協働について、団
体だけではなく個人と
も協働できるべきでは
ないか。

■市民のご意見・市の考え方（条例の一部改正素案に対するもの）
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（単位：万円、％）

支出率収入率支出済額収入済額
歳入・歳出
予 算 現 額

区　 分
会 計 名

３７．６４６．１８５億２，１０５１０４億５，８５９２２６億８，４４９一 般 会 計

３９．７３３．８７３億９，５４１６３億　４００１８６億２，８５０特 別 会 計 合 計

４１．６２８．７３１億４，２３６２１億６，５７５７５億５，０４４国民健康保険特別会計

４３．７４１．６２２億３，６３７２１億２，８６９５１億１，４６５老人保健医療特別会計

３８．６３９．３１３億３，９１５１３億６，２８５３４億６，７５０介護保険特別会計

２７．２２５．１４億９，２９８４億５，４４４１８億１，１２４公共下水道特別会計

３６．２２３．０２，３６６１，５０１６，５３９駐車場事業特別会計

２６．０２８．６１億６，０８９１億７，７２６６億１，９２８受託水道事業特別会計

３８．５４０．６１５９億１，６４６１６７億６，２５９４１３億１，２９９合　　　計

土　地　　３２２，０９０㎡
建　物　　１２２，５４６㎡
基　金
　�財政調整基金 ７，０２６万円
　�減債基金 １，０７６万円
　�清掃施設建設基金 １，４２４万円
　�保健福祉施設等建設基金 １，５５１万円
　�都市整備事業基金 ３０６万円
　�博物館建設基金 ９，２９１万円
　�緑化基金 ２億５，３９５万円
　�図書館建設基金 ２，０５１万円
　�土地開発基金 ２，０３０万円
　　　現　金 １万円
　　　土　地 ２，０２９万円
　�国民健康保険高額療養費資金貸付基金 ４００万円
　　　現　金 ４００万円
　　　貸付金 ０万円
　�国民健康保険事業運営基金 ５１万円
　�介護保険給付費準備基金 ７，６６２万円

市

有

財

産

市

有

財

産

収入済額
104億5,859万円

100％

支出済額
85億2,105万円

100％

市民税
34億237万円

32.6％

市民税
34億237万円

32.6％

市税
61.6％
市税
61.6％

市税以外
38.4％
市税以外
38.4％

固定資産税
23億1,140万円

22.1％

固定資産税
23億1,140万円

22.1％
都市計画税
5億4,569万円
5.2％

都市計画税
5億4,569万円
5.2％

その他の市税
1億7,741万円
1.7％

その他の市税
1億7,741万円
1.7％

国庫支出金
7億5,408万円
7.2％

国庫支出金
7億5,408万円
7.2％

地方交付税
5億8,919万円
5.6％

地方交付税
5億8,919万円
5.6％

都支出金
5億4,886万円
5.3％

都支出金
5億4,886万円
5.3％

繰越金
5億2,748万円
5.0％

繰越金
5億2,748万円
5.0％

地方消費税交付金
4億3,029万円
4.1％

地方消費税交付金
4億3,029万円
4.1％

地方特例交付金
3億9,022万円
3.7％

地方特例交付金
3億9,022万円
3.7％

その他の収入
7億8,160万円
7.5％

その他の収入
7億8,160万円
7.5％

民生費
29億7,863万円

35.0％

民生費
29億7,863万円

35.0％

衛生費
12億395万円

14.1％

衛生費
12億395万円

14.1％

教育費
10億7,581万円

12.6％

教育費
10億7,581万円

12.6％

歳  入

歳  出

総務費
10億4,865万円

12.3％

総務費
10億4,865万円

12.3％

公債費
8億7,910万円

10.3％

公債費
8億7,910万円

10.3％

土木費
5億8,613万円
6.9％

土木費
5億8,613万円
6.9％

消防費
5億4,224万円
6.4％

消防費
5億4,224万円
6.4％

その他の支出
2億654万円
2.4％

その他の支出
2億654万円
2.4％

一般会計予算執行済額の内訳 　市の財政の実態を、市民の皆さんに広く正しく理解していただくため、年

２回（６月と１２月）財政状況をお知らせしています。

　今回は、平成１８年度上半期（平成１８年９月３０日現在）の財政状況について

お知らせします。

〔問い合わせ〕企画経営室

■一般会計

　１８年度の当初予算額は２２３億７，８００万円でしたが、その後２回の補正により
３億６４９万円を増額して、予算現額は２２６億８，４４９万円となっています。
　歳入と歳出に分けた上半期の執行状況は左図（一般会計予算執行済額の内
訳）のとおりです。
　収入済額は１０４億５，８５９万円で、予算現額に対し４６．１％の収入率になってい
ます。収入の主なものは、市税が最も多く、収入済額全体の６１．６％を占め、
次いで、国庫支出金、地方交付税、都支出金の順になっています。
　また、支出済額は８５億２，１０５万円で、予算現額に対し３７．６％の支出率になっ
ています。支出の主なものは、民生費が最も多く、支出済額全体の３５．０％を
占め、次いで、衛生費、教育費、総務費、公債費、土木費の順になっていま
す。

■特別会計

　１８年度の各特別会計予算の執行状況は、別表（各会計予算の執行状況）の
とおりです。

各会計予算の執行状況


